
  

 

 

2017年（H29）重点活動 
ストップ結核パートナーシップ日本 

 

 

1.2020年までに日本を低蔓延化にするための提言、啓発活動 

「2020 年までに日本を低蔓延国にする」ことへの認知拡大、結核の正しい知識の普及とともに、厚生労働省、各関係

団体の低蔓延化に向けた活動を提言、普及啓発の面で支援する。 

 

2.世界の結核対策推進のための提言、啓発活動 

WHO新戦略（End TB Strategy）、改定版ストップ結核ジャパンアクションプラン推進のための普及、啓発、提言 

活動を行う。WHOや Stop TB Partnership のストップ結核パートナーシップ推進議員連盟や関係省庁、団体への情報提

供を強化する。2018年 UN HLM（*）に向けて、結核による社会・経済的打撃、公衆衛生の脅威としての結核の重要性を

訴求。Global TB Caucusへの協力。APRC（アジア太平洋地域肺の健康学会）においてのシンポジウム「結核対策への

政治的関与」への協力や団体パートナーと連携した会議開催などを視野に入れる。 

 

（*）国連による結核ハイレベル会議（UN HLM）が 2018 年に開催予定。地球規模的な公衆衛生の脅威として結核に国

際的な注目が集まる。（MDR-TB は AMR の 30％をしめる） 

 

3.革新的技術の早期実現に向けた提言、啓発活動 

日本の結核対策と新技術を特にアジアを中心とする新興国・途上国の結核対策に活用し、世界目標達成に貢献するべ

く支援する。 

 

4.結核の文化遺産登録に向けた活動 

清瀬市、結核研究所が、結核にかかる文化的、医療的な資産を有していること、そして日本が結核対策によって、国際

貢献していることへの認知、理解を目指す。 

 

5.患者支援活動 

現在のニーズにあった新しい患者支援の在り方を探り、また、患者さん自身によるサポートや支援患者団体への支援

を行い、結核を克服し社会で活躍する元患者さんを応援する。結核は治るという元気で前向きなメッセージを患者さ

んや家族、社会に伝える。 
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1.2020年までに日本を低蔓延化にするための提言、啓発活動 

定款 1： 医療従事者、政策決定者や一般市民に対して、情報提供や研修を通じて結核に関する啓発活動を 

     推進する事業 

定款 2： 結核対策支援を促進するために、会員や諸団体での会議、事業等による交流を促進する事業 

定款 3： 政府省庁間、NGO、職能団体や民間企業の協力下で、日本の国内及び国際結核対策への参加の協力や 

     調整をする事業 

定款 4： 国際的な結核対策への日本の貢献を高める適切な政策や優先事項を提言する事業 

 

＜概 要＞ 

「2020年までに日本を低蔓延国にする」ことへの認知拡大、結核の正しい知識の普及とともに、厚生労働省、 

各関係団体の低蔓延化に向けた活動を提言、普及啓発の面で支援する。 

 

1. 医療・労働・福祉従事者への注意喚起、問題への関心の向上 

・特にハイリスクグループにおいての早期発見 

・医療従事者の感染注意喚起 

2. 行政に対して、問題への優先度を上げる（低蔓延化に必要な処置に対する応援） 

・特に零細事業所・非正規労働者や外国人など、健康管理が行き届かない層へ対策の普及 

・LTBI治療の拡充・普及 

・地域の実情に即した対策 

・大都市での対策強化 

・良質な結核医療供給体制の確保 

3. 一般への結核の正しい知識、予防意識の向上、問題への関心の醸成 

 

イメージ 

 

問題への優先度を上げる課 題
 患者の早期発見
 ハイリスク者対策
 潜在性結核感染症治療の普及
 地域の状況に応じた対策
 医療提供体制の再編成，結核病床の確保
 結核医療や対策の技術確保
 新技術の研究開発・適用

方 法 （企画案）
 厚労省結核部会、審議会への働きかけ
 議連や都・府・市に対して情報提供、要望書

注意喚起
問題への関心の向上課 題

 患者の早期発見
 ハイリスク者対策
 潜在性結核感染症治療の普及
 医療従事者の感染予防の徹底

方 法 （企画案）
 チラシ・ポスター
 ドアノックツール、WEB
 シンポジウム・講座
 学会での展示、勉強会
 専門誌、学会誌への投稿

A. 医療・労働・福祉
従事者 正しい知識・予防意識

問題への関心の醸成
課 題
 正しい知識・予防意識

方 法 （企画案）
 ボランティア大使（JOY)との連携

番組、イベント、Twitterなどでの発言
 マスメディアを通じた報道
 イベント
 啓発グッズ

B. 一 般

2020年低蔓延化へ

C. 行 政



  

2.世界の結核対策推進のための提言、啓発活動 

定款 1： 医療従事者、政策決定者や一般市民に対して、情報提供や研修を通じて結核に関する啓発活動を 

     推進する事業 

定款 2： 結核対策支援を促進するために、会員や諸団体での会議、事業等による交流を促進する事業 

定款 3： 政府省庁間、NGO、職能団体や民間企業の協力下で、日本の国内及び国際結核対策への参加の協力や 

     調整をする事業 

定款 4： 国際的な結核対策への日本の貢献を高める適切な政策や優先事項を提言する事業 

定款 5： 国際的貢献を推進するための国内の拠点や人材育成を推進する事業 

 

＜概 要＞ 

WHO新戦略（End TB Strategy）、改定版ストップ結核ジャパンアクションプラン推進のための普及、啓発、提言 

活動を行う。WHOや Stop TB Partnership のストップ結核パートナーシップ推進議員連盟や関係省庁、団体への情報提

供を強化する。2018年 UN HLM（*）に向けて、結核による社会・経済的打撃、公衆衛生の脅威としての結核の重要性を

訴求。Global TB Caucus への協力。APRC（アジア太平洋地域肺の健康学会）においてのシンポジウム「結核対策への

政治的関与」への協力や団体パートナーと連携した会議開催などを視野に入れる。 

（*）国連による結核ハイレベル会議（UN HLM）が 2018 年に開催予定。地球規模的な公衆衛生の脅威として結核に国

際的な注目が集まる。（MDR-TB は AMR の 30％をしめる） 

 

1. 2018年 UN HLMに向けて、結核による社会・経済的打撃、公衆衛生の脅威としての結核の重要性を訴求 

2. 日本の国際保健の考えのベースである「伊勢志摩ビジョン」の文脈の中で、結核のポジションの確立 

・地球規模的な公衆衛生の脅威である感染症のとしての結核 

・AMR（薬剤耐性）としての結核（MDR、XDR）  （4 本柱のうちの 2つである UHCと R&Dは別立） 

3. 非感染症の関係の中の結核 

・特に糖尿病、喫煙 

4. SDGsと UHCの文脈での結核 

・結核対策と UHCは互いに補完しあう立場にあることを提言し、相乗効果を生むように、 

国際協力や技術支援など、結核対策プロジェクト形成の可能性を支援する  

・Leave no one behind（最も脆弱な人々のために）の文脈に基づいたアプローチ 

・ジェンダーに基づいたアプローチ 

・コミュニティや患者が活躍するアプローチ 

・小児結核 

5. アジアの結核 

・アジアの高蔓延国での LTBI 治療の取り組み 

6. ＷＨＯ任意拠出金のフォロー 

・特にアジアの結核対策での使用を促進  

7. グローバルファンドへの支援 

・拠出金の確保 

・グローバルファンドの資金対象国から非対象国への移行の問題 

（中所得国になった国における援助資金の減少 特にアジア）  

8. 人材育成 

・国際保健人材養成戦略の中での結核対策に係る人材支援 



  

3.革新的技術の早期実現に向けた提言、啓発活動 

定款 1： 医療従事者、政策決定者や一般市民に対して、情報提供や研修を通じて結核に関する啓発活動を 

   推進する事業 

定款 4： 国際的な結核対策への日本の貢献を高める適切な政策や優先事項を提言する事業 

 

＜概 要＞ 

日本の結核対策と新技術を特にアジアを中心とする新興国・途上国の結核対策に活用し、世界目標達成に貢献するべ

く支援する。 

 

1. アジア医療イノベーションコンソーシアム（結核部会）との連携（協議）。 

・薬剤耐性結核対策イニシアチブ（※）への支援 

・TB-LAMP，ジェノスカラー，デラマニドの官民協力プログラムの対象国の拡大 

・実証実験を実施した国での人材養成 

・結核の診断・治療ガイドラインの整備 

・日本の高機能デジタル X線の普及 

（※）薬剤耐性菌の診断薬と治療薬をパッケージで提供し、アジアの結核蔓延国で実証研究を行い、当該国での

結核終息を官民連携で支援する 

2．GHITファンドに対する支援 

3. 結核にかかる研究開発に対する支援 

 

Policy statements: 

SL-LPA   http://www.who.int/tb/publications/lamp-diagnosis-molecular/en/   

TB-LAMP  http://www.who.int/tb/publications/lpa-mdr-diagnostics/en/ 

CXR      http://www.who.int/tb/tbscreening/en/ 

資料：WHO 

 

 

 

 



  

4.結核の文化遺産登録に向けた活動 

定款 6： その他、前号に附帯する事業 

 

＜概 要＞ 

清瀬市、結核研究所が、結核にかかる文化的、医療的な資産を有していること、そして日本が結核対策によって、国際

貢献していることへの認知、理解を目指す。 

 

1. 清瀬市の「世界医療文化遺産登録に向けた活動」への支援。清瀬市と相談し、晴嵐荘、南湖院（茅ヶ崎）や北里研

究所など、清瀬市以外との連携も視野に入れる（ユネスコ未来遺産プロジェクト助成を視野） 

2．結核予防会の行う「TBアーカイブズ」事業への支援 

 

国立療養所晴嵐荘病院（茨城東病院）取材 

2016年 4月 21日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.患者支援活動 

定款 2： 結核対策支援を促進するために、会員や諸団体での会議、事業等による交流を促進する事業 

 

＜概 要＞ 

現在のニーズにあった新しい患者支援の在り方を探り、また、患者さん自身によるサポートや支援患者団体への支援

を行い、結核を克服し社会で活躍する元患者さんを応援する。結核は治るという元気で前向きなメッセージを患者さ

んや家族、社会に伝える。 

 

1. 元患者さんの社会での活躍をＨＰなどで伝える 

2. ストップ結核ボランティア大使 JOY 氏を通じた活動 

 

 

 


